
「アカシアまつり」の中止判断について 

 

小坂町アカシアまつり実施委員会 

 

１. 基本的な考え 

自然災害が発生、もしくは発生されると予測される場合、イベントへの来場者、スタッ 

フに対する「生命・身体等の安全配慮義務」を確保できる体制であること。 

 

２．中止判断の基準 

開催地区に、次のいずれかの警報等が発表、及び自然災害が発生した場合、イベント等 

を中止する。 

（１） 大雨警報・暴風警報 のいずれか 

（２） 「震度４」以上の地震が観測された場合 

（３） その他、やむを得ない事情があり、主催者が中止と判断した場合 

 

３．中止判断の時刻 

上記２の警報等が次の時刻に発表されている場合、イベント等の実施を中止する。 

（１） 前日午後４時の予報による 

（２） 当日午前８時の状況による 

（３） 天候等の急変時 

 

４．中止時の措置 

  万が一、イベントが中止、もしくは内容変更等があった場合においても、交通費、その

他一切の費用について補償・弁償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 


